
お忙しいところ、ご出席いただきありがとうございます

館林市立地適正化計画（素案）
市民説明会

館林市役所
都市建設部 都市計画課



本日の内容

１．はじめに

（市民説明会・市街化区域内の計画）

２．館林市立地適正化計画（素案）概要説明

３．意見交換

４．アンケート



はじめに立地適正化計画の対象：市街化区域（用途地域）



館林市立地適正化計画（素案）概要説明

１．現状

1

➀ 人口減少と少子高齢化の進行
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

１．現状

② 市街地の拡大
【建物用地の変化（S51⇒H21）】
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

１．現状

➂ 利根川洪水浸水想定区域（72時間491mm）

洪水浸水想定区域図（想定最大規模）国交省H29.7
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

２．課題

●２
●１ 市街地の人口が減り、まちの活力が低下

空き家・空き地・耕作放棄地等の増加

●３ 財政状況悪化、行政サービスの維持困難

つの課題４

●４ 公共交通の充実と安全安心
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

２．課題

5
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

３．立地適正化計画
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

３．立地適正化計画

多極ネットワーク型コンパクトシティ 「コンパクトシティ」＋「交通ネットワーク」
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

３．立地適正化計画
今後の人口減少社会においては、さらにコンパクトなまちづくりを実現するため、生活

サービス機能や居住の集積・誘導を図る「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」を設定し、
区域への誘導に向けた具体的な施策の検討を行います。

居住誘導区域
…生活サービス機能が集積する地域の周辺
や公共交通沿線などに居住を誘導し、
人口密度を維持する区域

都市機能誘導区域
…行政施設、教育・文化施設、医療・福祉
施設、商業施設など生活サービス機能を
提供する施設の集積を誘導する区域

⇒「居住誘導区域」「都市機能誘導
区域」への誘導を図るため施策

…それぞれの区域に対し、居住や都市機能
の誘導を図るための施策を立案
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

４．都市機能誘導区域

都市機能誘導区域のイメージ

都市機能誘導区域は、中心拠

点や地域拠点などで、行政機

能、医療機能、商業機能などの

誘導したい都市機能誘導施設を

位置づけ、支援施策を明示する

ことで施設の誘導を行い、都市

サービスの効率的・効果的な提

供を図る区域です。
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

４．都市機能誘導区域

中心拠点である「館林駅周辺地区」、地域拠点である「城沼東部地区」

及び「成島駅南周辺地区」において、都市機能誘導区域を設定します。

都市機能誘導区域
（成島駅南周辺地区）73ha
●高校など教育施設の立
地を活かすとともに、
子育て関連の支援施設
を充実させることによ
り、出産から子育て、
教育を含めて一貫して
サービスを提供するこ
とが可能な子育て・教
育拠点。

区域概略図

都市機能誘導区域
（城沼東部地区）11ha
●市全体、また市外
からの広域的な商業
サービスを提供する
機能に特化した拠点。

都市機能誘導区域
（館林駅周辺地区）

500ha
●館林都市圏及び市全
体への都市サービス
の提供と各拠点の機
能補完。
●施設利用者、また、
城下町としての歴
史・文化資源を活か
した市内外からの来
訪者を受け入れる交
流拠点。

都市機能誘導施設

・子育て関連支援施設
・認定こども園
・商業施設（3,000㎡超）
・地域交流施設
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

５．都市機能誘導施設の考え方

都市機能誘導施設 誘導等の詳細

子育て関連支援施設 施設が無いため、新規に誘導又は既存
施設の統合による誘導

認定こども園 保育園と幼稚園の統合による誘導

商業施設
（3,000㎡超）

現在の８施設の維持
既存施設の機能追加による誘導

地域交流施設 既存施設の機能追加による誘導

※届出制度あり
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

６．居住誘導区域

Step
１

◆居住誘導区域の設定を行わない区域の抽出

①法令・条例などにより住宅の建築が制限されている区域
・工業専用地域

②利根川等による浸水想定区域含まれる区域のうち、甚大な被害の恐れがあ
ると考えられる「想定される浸水深が３ｍ以上」の区域

Step１に該当しない区域に対して

居住誘導区域は、行政機能・医療機能・商業機能などの生活サービス機能が集
積する地域の周辺、また、公共交通の沿線地域などにおいて、居住を誘導し、人
口密度を維持する区域です。

居住誘導区域設定のステップ
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

６．居住誘導区域

Step
３

◆Step２で抽出される区域に隣接する区域において、周辺の住宅地との
まとまりや土地利用の連続性などを考慮し、居住誘導区域の設定の可
能性を判断

居住誘導区域を設定

Step
２

◆居住誘導区域として設定する区域を抽出

◇次のいずれかに該当する区域
①都市機能誘導区域として定められた区域
②土地区画整理事業等を実施中の区域
③次の要件に該当する公共交通の利便性が高い区域
・鉄道駅からの徒歩圏（おおむね１kmの範囲）に含まれるエリア、または、
一定の運行便数（（15便／日以上：往復）が確保されたバス停のサービス圏
（バス停からおおむね300ｍ））に含まれる区域

④バス停からおおむね300ｍに含まれる区域で、次のいずれかの要件に該当する
区域
・土地区画整理事業等の基盤整備が既に実施済みの区域

・日常生活に必要な商業・医療・福祉等の複数の施設が徒歩圏内に含まれる区
域（各施設からおおむね１km（徒歩で15分以内）の範囲）
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

６．居住誘導区域
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

７．届出制度
都市再生特別措置法では、居住誘導区域内の住宅の建築誘導や、都市

機能誘導施設の都市機能誘導区域内への適切な誘導を図るために、以
下のように定められています。

① 居住誘導区域外における届出の対象

★居住誘導区域外における住宅等の立地動向を把握するため、開発行為や
建築行為を行う場合には届け出が必要となります。

◆開発行為
・３戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上の
もの

◆建築等行為
・３戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等とする場合
（３戸未満の住宅に係るものを除く）
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館林市立地適正化計画（素案）概要説明

７．届出制度
② 都市機能誘導区域外における届出の対象

★都市機能誘導区域外における都市機能誘導施設の立地動向を把握するた
め、都市機能誘導区域外において都市機能誘導施設に位置づけられた施
設の開発・建築等行為を行う場合には届出が必要となります。

◆開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合。

◆建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

★都市機能誘導区域内において、都市機能誘導施設として位置づけられ
ている施設を休止又は廃止しようとする場合には、市町への届出が必要
になります

③ 都市機能誘導区域内における届出の対象



17

館林市立地適正化計画（素案）概要説明

８．各区域の考え方

市街化区域（誘導区域） 市街化区域（誘導区域外） 市街化調整区域

１．「都市計画マスタープ
ラン」により市街化調整区
域内の快適な住環境を確
保するため、“まちのまと
まり”について検討

２．都市機能誘導区域等
の拠点間を結び、公共交
通が不便な地域について
は、「公共交通網形成計
画」等により検討

立地適正化計画の対象区域

１．４つの都市機能誘導
施設を誘導

２．その他の都市機能施
設は届出不要

３．大規模な住宅地開発
等を誘導

４．都市機能誘導区域等
との拠点間を公共交通で
結ぶ

１．都市機能（生活に必要
な施設）を維持する

２．都市施設（道路、公園、
下水道等）の整備を継続

３．個人が建築する住宅
は届出不要(1,000㎡未満)

４．都市機能誘導区域等
との拠点間を公共交通で
結ぶ

※浸水が想定される区域は、地域防災計画などとの連携を含め、庁内横断的に対策を検討する



ありがとうございました
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館林市役所
都市建設部 都市計画課


